
施設名 施設所管課

１　資産の概要

⑴　所在地，構造，売却見込み額等

京都市左京区粟田口鳥居町２番地の１

鉄骨鉄筋コンクリート造３階建　※一部地下１階，別館鉄筋コンクリート造一部木造平屋建

延べ床面積 7,166 ㎡ 敷地面積 10,374 ㎡

指定管理

第２種住居地域 ※風致地区第四種地域（一部，岡崎・南禅寺特別修景地域）

⑵　建設年次，大規模改修（長寿命化）実施時期等（庁舎施設改修シミュレーションより）

建設年次

直近の大規模改修実施時期

大規模改修費用見込み

⑶　稼働率，稼働状況等（令和元年度）

900.9 人／日

総利用者数 275,685 人

年間稼働日数（休館日除く） 306 日

41 ％

⑷　年間経費（令和元年度実績） （単位：千円）

35 円／人

727 円／人

 　※　△が表示されているものは，収入超過を示している。

　①　１日当たりの利用者数

うち，指定管理料また
は委託料

収入支出

平成元年７月（本館）

令和１１年（築３２年）

改修　1,665,262(千円)

　②　稼働率

公共施設のあり方点検　総括表

国際交流会館（kokoka（ココ
カ））

総合企画局国際交流・共生推進室

所在地

規制内容

構造等

管理方法 施設の管理者 （公財）京都市国際交流協会

259,449 249,768 190,736

・同施設は，外国人と市民の交流に関する活動その他地域の国際化に資する活動の用に供することを目
的としており，外国籍市民等の相談対応，日本語教育支援などの外国籍市民の支援，国際交流・異文化
理解に資する事業の実施,共生社会の担い手育成など，本市における国際交流・多文化共生の中核的な
拠点としての役割・機能を担っている。
・また，会議室等の貸館事業については，国際交流・文化関係の団体などが利用することで，上記目的
の達成に寄与していることに加え，会館運営にあたる貴重な収入源となっている。

２　設置目的（現状との乖離があれば記載）

　①　利用者１人当たりの年間経費（（支出―収入）÷総利用者数）

　②　利用者１人当たりの年間経費（指定管理料等除く）



３　「機能」の今日的意義の検証

⑴　「施設」と「機能」の分離の可否（当該施設でないと提供できない機能か否か）

⑵　施設の統廃合，施設と機能（サービス）の切り分けにおける課題

⑶　財政的な問題（国庫補助金の返還等）

・中長期的に在住外国人の増加が見込まれる中，本市においても人口減少が進むことが予想されるうえ
で，施設の機能を維持することは，地域の活力向上や本市財政の改善にも寄与していくものと考える。
（例：労働人口の増加及びそれに伴う税収増等）
・そのような中，相談事業や担い手育成などの国際交流・多文化共生に係る事業関連スペースや，ボラ
ンティアによる日本語教室などの市民や団体の活動・交流スペース，更にはオープンデーなど協会や民
間団体などが主となって活動できる大規模な国際交流・異文化理解に資するイベントスペースなどを一
元的に確保してきた国際交流・多文化共生の拠点施設が統合によって機能を縮小することになれば，外
国籍市民関連施策等の後退，地域活力の低下につながる可能性がある。
・また，機能のみを代替地に移転する場合でも，外国籍市民を含めた多くの市民の方に利用していただ
く観点からも，一定アクセスが良い場所において，必要な事業・交流スペースを確保する必要がある。
・現在地に統合する場合，大規模改修時に仮移転が必要となる可能性が高い。

・令和元年度に開館３０周年を迎え，建物の老朽化が進行する中，会館を維持するためには，今後大規
模な改修が必要となる。
・現在京都市国際交流会館で実施している事業の多くは，今後もニーズが認められることから，仮に代
替施設に移転したとしても，事業を継続していく必要がある。そのため，代替施設を本市が確保し，経
費を負担する必要がある。
・長寿命化事業にあたるとして，令和元年度以降に公共施設等適正管理推進事業債を適用しているた
め，移転等の時期により，交付税が措置されない。

・本市における国際交流・多文化共生の中核的な拠点としての役割は引き続き求められる機能である
が，他の施設に移転したとしても，充分な事業スペース等を確保できるのであれば，分離できる可能性
はある。（なお，特にイベントホールや会議室などの貸館機能については，必須のものとまでは言えな
いため，上記の機能を維持できるのであれば，貸館機能を分離することは可能である。）

・世界文化自由都市宣言の理念の実現に向け，市制100周年記念事業，平安建都1200年記念事業の一つ
として，開館したことから，施設自体の存在意義が高い建物といえる。
・同館には，本市が令和元年度から法務省より「外国人受入環境整備交付金」の交付を受け，情報提供
及び相談を多言語で行うワンストップ型の相談窓口を設置しているほか，災害時には多言語支援セン
ターを会館内に設置することとしており，京都市地域防災計画にも「国際交流会館等に外国人向けの相
談窓口を開設し，相談業務を実施する」と記載されていることから，外国籍市民等の災害時の支援拠点
にも位置付けられている。また，災害時の避難所にも指定されている。

・今後も外国籍市民支援，共生社会の担い手育成，異文化理解の促進等，その維持・機能強化が求めら
れる中，事業・活動スペースや国際関係団体などの活動拠点の確保などについては不可欠と考える。
・一方で，老朽化の進行や本市の厳しい財政状況を踏まえると，会館の在り方を見直す必要があり，会
館を維持したうえでの相乗効果が期待できる市関係団体などの同居・集約等による現施設のさらなる有
効活用の他，必要な機能を維持したうえで代替地へ移転することでの現土地・建物の民間による活用
等，あらゆる可能性を検討していく。
・なお，いずれの選択肢においても，現在全市的な見直しが行われている，他施設の検討状況に留意す
る必要がある。

５　施設所管部署内での検討状況

４　その他（考慮すべき特殊事情等）


















